
中小企業リスク対策強化補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和 32 年鳥取県規則第 22 号。以下「規則」

という。）第４条の規定に基づき、中小企業リスク対策強化補助金（以下「本補助金」とい

う｡）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）事業所等 本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために

必要な施設をいう。 

（２）中小企業者等 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 中小企業等経営強化法（平成 11年法律第 18号）第２条第１項に規定する中小企業者

であって、県内に事業所等を有する者 

イ 鳥取県と災害時応援協定を締結しているなど、商工労働部長が必要と認める者 

（３）BCP Business Continuity Plan（事業継続計画）の略称で、災害や事故など予期せぬ出

来事が発生した際に、事業への影響を最小限に抑えるとともに、停止した事業を目標とす

る時間内に再開させるため、予め定めておく行動計画であって、次に掲げる要件を全て満

たすものをいう。 

ア BCPで対象とする重要な業務とその目標復旧時間が設定されていること 

イ 非常時に対応するための体制や役割、対応方法等が定められていること 

ウ 非常時に不可欠となる物資の備蓄やデータのバックアップ等、最低限の事前対策が計

画されていること 

エ 社員や非常時に連絡すべき重要な顧客・取引先等の連絡先が整備されていること 

オ 社内での教育や演習、BCPの継続的な改善方法が定められていること 

（４）パートナーシップ構築宣言 サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者との間

での連携・共存共栄を進めていくため、発注者の側の企業の代表者が、サプライチェーン

の全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携や、新事業と下請事業者との望まし

い取引慣行の遵守等について宣言するもので、令和２年５月 18 日に内閣府特命担当大臣

（経済財政政策）や経済産業大臣をはじめとする政府関係官僚により開催された「未来を

拓くパートナーシップ構築推進会議」において創設された仕組みをいう。 

 

（交付目的） 

第３条 本補助金は、中小企業者等の事業環境が自然災害、感染症等の環境リスクのほか、グ

ローバル経済下での為替や原材料価格等の急激な変動をはじめとする様々なリスクと隣り

合わせていることから、BCP の策定・実践推進の取組に加え、サプライチェーンリスクや経

済安全保障等の新たな課題への対応を強化する取組を支援し、もって県内事業者の事業継続

力を高めることを目的として交付する。 

 

（補助対象者の要件） 

第４条 本補助金の対象者は、次の要件を全て満たす者とする。 

（１）中小企業者等であること。 

（２）第６条第１項の規定による交付申請書等の提出を行った日から起算して過去２年間の事

業活動に関し、故意又は重大な過失による法令違反をしていると認められる者（法人にあ

っては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38年大蔵省令第 59号）

第８条第８項の規定による関係会社及びこれらの法人の代表権を有する役員を、組合等に

あってはそれを構成する事業者の役員を含む。）でないこと。 

 



（３） 次のいずれにも該当する者でないこと。 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条

に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。

以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

エ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員

と密接な関係を有する者 

 

（補助金の交付） 

第５条 知事は、第３条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助

事業」という。）を行う同表の第２欄に掲げる者（以下「補助対象者」という。）に対し、予

算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助対象者が行う補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費（以下「補

助対象経費」という。）の合計額に、同表の第４欄に定める率（以下「補助率」という。）を

乗じて得た額以下（千円未満は切り捨てる。）とし、上限は同表の第５欄に定める額とする。

また、本補助金の額の下限は同表の第６欄に定める額とし、補助対象期間は同表の第７欄に

定める期間とする。 

３ 本補助金とは別に同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業につい

ては、補助対象としないものとする。 

４ 補助事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例（平成 23年鳥取県条例第 68号）の趣

旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第６条 本補助金の交付申請は、商工労働部商工政策課長が別に定める日までに行わなければ

ならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第

１号及び様式第２号とする。 

 

（交付決定の時期等） 

第７条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から 30 日以内に行うもの

とする。 

２ 本補助金の交付決定通知は､様式第３号によるものとする｡ 

 

（承認を要しない変更） 

第８条 規則第 12条第１項の知事が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。 

（１）本補助金の増額を伴う変更 

（２）交付目的の達成に支障が生じ、又は事業効率の低下をもたらすおそれのある事業計画の

変更 

２ 前条第１項の規定は、規則第 12条１項に規定する変更等の承認について準用する。 

３ 規則第 12条第３項の申請書に添付すべき書類は、様式第１号及び第２号とする。 

 

（実績報告の時期等） 

第９条 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、規則第 17条第１項の

規定による報告（以下「実績報告」という。）を、次に掲げる日までに行わなければならない。 

（１）規則第 17 条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了、中止又は廃

止の日から 20日を経過する日 



（２）規則第 17 条第１項第３号の場合にあっては、補助事業の完了予定年月日の属する年度

の翌年度の４月 20日 

２ 規則第 17 条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、

それぞれ様式第４号及び第５号によるものとする。 

 

（補助金の支払） 

第 10条 知事は、規則第 18条第１項の通知の後、交付決定額の範囲内で補助事業者の補助対

象経費の支払実績額に対応する補助金を補助事業者へ支払うものとする。 

 

（財産の処分制限） 

第 11条 規則第 25条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和

40 年大蔵省令第 15 号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産について

は、知事が別に定める期間）とする。 

２ 規則第 25 条第２項第４号の財産は、交付目的を達成するため処分を制限する必要がある

ものとして知事が別に定めるものとする。 

３ 規則第 25条第２項の知事の承認に係る申請は、様式第６号により行うものとする。 

４ 第７条第１項の規定は、規則第 25条第２項の承認について準用する。 

 

（財産の処分に伴う収益納付） 

第 12 条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことによ

り収入があったときは、当該収入があったことを知った日から起算して 30 日以内に、知事

にその旨を報告しなければならない。 

２ 前項の場合において、知事がその収入の全部又は一部に相当する額を県に納付するよう指

示したときは、補助事業者はこれに従わなければならない。 

 

（補助金の交付停止等） 

第 13 条 知事は、補助事業の休廃止等が想定される場合には、第７条第１項の規定による本

補助金の交付決定後であっても、本補助金の交付を停止できるものとする。 

２ 前項の実施手続、本補助金交付停止措置の解除及び解除後の本補助金の交付方法等は、補

助事業者との協議により決定するものとする。 

 

（補助事業の報告等） 

第 14 条 商工労働部長は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の状況等につ

いて報告又は発表をさせることができる。 

 

（消費税及び地方消費税の取扱い） 

第 15条 本補助金の交付に関する手続きにおいては、消費税法（昭和 63年法律第 108号）に

規定する消費税及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税の額は含め

ないものとする。 

 

（雑則） 

第 16 条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、商

工労働部長が別に定める 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



別表（第５条関係） 

１ 補助事業 中小企業者等が策定した BCPの実効性向上のための改善、若しくはそのために必要な措置、地域の住民や事
業者の安心・安全に資する活動、又は多様な経営リスクに対応するための取組に係る事業 

一般対策型 地域連携型 多様な経営リスク対策型 
２ 補助対象

者 
第４条各号に規定する要件を満た
す者のうち、以下の全てを満たす
者 
（１）BCPを策定していること 
（２）県内の事業所等における

BCP の実効性向上や災害対
応力等の強化を行おうとし
ていること 

（３）過去３年以内に本補助金の
目的と同等な県の補助金の
利用がないこと 

第４条各号に規定する要件を満た
す者のうち、以下の全てを満たす
者 
（１）策定済の BCP において地域

の住民や事業者の安心・安
全に資する活動等を定めて
いること 

（２）自治会、町内会又は事業者
団体等と当該活動にかかる
協定等を締結していること 

（３）過去３年以内に本補助金の
目的と同等な県の補助金の
利用がないこと 

第４条各号に規定する要件を満た
す者のうち、以下の全てを満たす
者 
（１）パートナーシップ構築宣 

言を行っている、又は行お
うとしていること。 

（２）過去３年以内に本補助金の
目的と同等な県の補助金の
利用がないこと 

 

３ 補助対象
経費 

BCPの実効性向上や災害対策、 
感染症対策の強化を行っていく上
で必要となる以下に掲げる防災設
備の導入等（法令上備え付けるこ
とが義務付けられているものの購
入を除く。）に要する経費。 
ただし、当該導入等に関連する

経費であっても、直接人件費、設
備導入等以降に必要となるリース
経費、維持管理経費等は対象とし
ない。 
（１）自家発電装置、蓄電池等の

購入及び設置に要する経費 
（２）緊急地震速報システム、従

業員等の安否確認を行うた
めのシステムの導入に要す
る経費 

（３）非常時対応のための通信機
器等の導入に要する経費 

（４）データバックアップサーバ
ー、データバックアップシ
ステムの導入に要する経費 

（５）飛散防止フィルム、転倒防
止装置等の購入及び設置に
要する経費 

（６）土嚢、止水板、排水ポンプ等
の購入に要する経費 

（７）従業員の安全確保のために
必要となる備蓄品（非常食、
簡易トイレ、毛布等）の導
入に要する経費 

（８）感染症対策に資する営業や
採用等の事業活動の強化の
ために行うシステムの導入
等に要する経費 

（９）感染拡大時の拠点分散化（サ
テライト、製造現場、本社
等）に必要なネットワーク
形成等に要する経費 

（10）その他補助金事業の遂行に
必要と認められる経費 

BCP に基づき地域の住民や事業
者の安心・安全に資する活動等を
行う場合に必要となる以下に掲げ
る備品及び備蓄品の導入等（法令
上備え付けることが義務付けられ
ているものの購入を除く。）に要す
る経費。 
ただし、当該導入等に関連する

経費であっても、直接人件費、設
備導入等以降に必要となるリース
経費、維持管理経費等は対象とし
ない。 
（１）電力の地域開放（蓄電池、自

家発電機、災害用携帯充電
器等）に要する経費 

（２）地域の住民や事業者に提供
する備蓄品（非常食、簡易
トイレ、毛布等）の導入に
要する経費 

（３）社屋等を避難所として提供
する場合（災害対策基本法
（昭和 36年法律第 223号）
に基づき市町村長により
「指定緊急避難場所」に指
定されているものに限る。）
に必要となる設備等（土嚢、
止水壁、排水ポンプ等）の
導入に要する経費 

（４）その他補助事業の遂行に必
要と認められる経費 

グローバル経済環境下における
為替の変動、エネルギー価格若し
くは原材料価格等の変動に伴う適
正な価格転嫁による取引価格の適
正化、温室効果ガス排出量の削減、
パンデミックや地政学的要因等に
よる供給網の寸断、並びに経済安
全保障に基づく対応など、多様な
経営リスクに対応することを目的
として実施する以下に掲げる経
費。 
（１）自社やサプライヤーに対す

る調査に要する経費(旅費、
調査委託費等) 

（２）弁護士への相談又は書類作
成等の法務的業務の委託等
に要する経費 

（３）専門家から受けるコンサル
ティングに要する経費 

（４）その他補助事業の遂行に必
要と認められる経費 

 
 

４ 補助率 ２分の１ ３分の２ ２分の１ 

５ 補助金上
限額 

500千円 1,000千円 300千円 

６ 補助金下
限額 

300千円 300千円 － 

７ 補助対象
期間 

交付決定の日から交付決定の日の属する年度の３月末日まで 

（注）１ 消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。 
２ 振込手数料は補助対象経費から除くものとする。 

 
 
 
 



様式第１号（第６条、第８条関係）[一般対策型、地域連携型] 
 

  年度中小企業リスク対策強化補助金 
一般対策型 
地域連携型 

実施（変更）計画書 

 
１ 補助対象者の概要 
（１）基本情報（ＢＣＰ策定様式の欄は当てはまる方に〇を記載。その他の場合、その様式を記載すること。） 

名称  

所在地 
〒 
 

資本金・出資金等  

従業員数 
 
（うち県内事業所の従業員数  人）（  年 月時点） 

事業概要  

直近売上高 （ 年 月決算） 

BCP策定日    年 月 日 

BCPモデル                     

※BCP モデルの欄は当てはまる方に✓を記載。その他の場合、策定に用い
たモデルを記載すること。 
例：事業継続力強化計画（中小企業庁等） 
□鳥取県版 BCP 
□その他（                           ） 
 

（注）該当がない項目については、参考となる情報を記載すること。 
 

（２） 役員名等 
役職名 氏名 フリガナ 

   
   
   

（注）代表権を有する役員について記載すること。個人事業主の場合は代表者について記載すること。 
 
（３） 連絡先等 

担当者職氏名  
担当者電話番号  
担当者ファクシミリ番号  
担当者メールアドレス  

 
（４） 誓約事項 

申請に当たっては、以下の事項について相違ないことを誓約します。 

誓約 項目 

 計画書等の記載内容が事実であること。 

 中小企業者等であること。 

 

第６条第１項の規定による交付申請書等の提出を行った日から起算して過去２年間の事業活動
に関し、故意又は重大な過失による法令違反をしていると認められる者（法人にあっては、財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第８条第８項
の規定による関係会社及びこれらの法人の代表権を有する役員を、組合等にあってはそれを構
成する事業者の役員を含む。）でないこと。 

 
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第２条に定める風
俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者でないこと。 

 
暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「暴対
法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）でないこと。 

 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこと。 

 
暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な
関係を有する者でないこと。 

（注）誓約する場合は、各項目の誓約欄に〇を記載すること。 
 



 
２ 事業計画 

補助対象期間 
   [開始予定日]        [終了予定日（支払も含む）] 

    年  月  日  ～     年  月  日 
（交付決定日が開始予定日より遅くなった場合は、開始日は交付決定日となる） 

BCPの実効性向上

に向けた取組 

（BCPの検証や訓練の実施状況、現状の課題や今後の見直しの予定を記載。） 

 

 

 

 

 

事業目的 

 

 

 

 

 

実施内容と効果 

（導入しようとする資機材・システムの内容と期待する効果、及び効果が見込める根拠を記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 他の支援措置（補助金等）の活用 

有 ・ 無  

（注）１ 国、県、市町村、各支援機関等の他の支援措置（補助金等）を活用する場合、有に○をつけること。 

活用しない場合は無に○をつけること。 

２ 「有」の場合は、活用する支援措置名やその内容（補助対象内容、補助率等）、支援予定（希望）額、

当該措置に係る問合せ先（補助金等を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載すること。 

 

（添付資料）別途公募要領に定める書類を添付すること。 

  



 
様式第１号（第６条、第８条関係）[多様な経営リスク対策型] 
 

  度中小企業リスク対策強化補助金 多様な経営リスク対策型 実施（変更）計画書 
 
１ 補助対象者の概要 
（１）基本情報（ＢＣＰ策定様式の欄は当てはまる方に〇を記載。その他の場合、その様式を記載すること。） 

名称  

所在地 
〒 
 

資本金・出資金等  

従業員数 
 
（うち県内事業所の従業員数  人）（  年 月時点） 

事業概要  

直近売上高                 （ 年 月決算） 

BCP策定日 年 月 日 

BCPモデル 

※BCP モデルの欄は当てはまる方に✓を記載。その他の場合、策定に用い
たモデルを記載すること。 
例：事業継続力強化計画（中小企業庁等） 
□鳥取県版 BCP 
□その他（                           ） 

（注）該当がない項目については、参考となる情報を記載すること。 
 

（２） 役員名等 
役職名 氏名 フリガナ 

   
   
   

（注）代表権を有する役員について記載すること。個人事業主の場合は代表者について記載すること。 
 
（３） 連絡先等 

担当者職氏名  
担当者電話番号  
担当者ファクシミリ番号  
担当者メールアドレス  

 
（４） 誓約事項 

申請に当たっては、以下の事項について相違ないことを誓約します。 

誓約 項目 

 計画書等の記載内容が事実であること。 

 中小企業者等であること。 

 

第６条第１項の規定による交付申請書等の提出を行った日から起算して過去２年間の事業活動
に関し、故意又は重大な過失による法令違反をしていると認められる者（法人にあっては、財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第８条第８項
の規定による関係会社及びこれらの法人の代表権を有する役員を、組合等にあってはそれを構
成する事業者の役員を含む。）でないこと。 

 
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第２条に定める風
俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者でないこと。 

 
暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「暴対
法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）でないこと。 

 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこと。 

 
暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な
関係を有する者でないこと。 

（注）誓約する場合は、各項目の誓約欄に〇を記載すること。 
 



２ 事業計画 

補助対象期間 
   [開始予定日]        [終了予定日（支払も含む）] 

    年  月  日  ～     年  月  日 
（交付決定日が開始予定日より遅くなった場合は、開始日は交付決定日となる） 

現状・課題 

（生じている価格の適正化、サプライチェーン、経済安全保障対応等の新たなリスクについて、

具体的に記載） 

 

 

 

 

事業目的 

 

 

 

 

事業内容 

（実施する調査・対応等について、具体的に記載） 

 

 

 

 

事業効果 

（実施する調査・対応等により期待される効果について、具体的に記載） 

 

 

 

 

 

３ 他の支援措置（補助金等）の活用 

有 ・ 無  

（注）１ 国、県、市町村、各支援機関等の他の支援措置（補助金等）を活用する場合、有に○をつけること。 

活用しない場合は無に○をつけること。 

２ 「有」の場合は、活用する支援措置名やその内容（補助対象内容、補助率等）、支援予定（希望）額、

当該措置に係る問合せ先（補助金等を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載すること。 

 

（添付資料）別途公募要領に定める書類を添付すること。



様式第２号（第６条、第８条関係） 

 

 年度中小企業リスク対策強化補助金 補助事業収支予算（変更）書 
 

 １ 収入の部                                 （単位：円） 

科 目 
金 額 

（補助事業に要する経費） 
備 考 

自 己 資 金   

借 入 金  資金の調達先： 

本 補 助 金  
補助金上限額・下限額に注意 
（千円未満切捨） 

他の補助金等 
（交付者：      ） 

  

そ の 他   

合計  補助事業に要する経費の合計と一致 

 

２ 支出の部                                 （単位：円） 

内容 

(名称、単価、数量を記載) 

発注先 

（ 所 在 地 ） 

補 助 事 業 に 

要 す る 経 費 

（消費税及び地方消費税を含む） 

補 助 対 象 

経 費 

（消費税及び地方消費税を除く） 

負担区分 

(補助対象経費の内訳) 

本補助金 本補助金以外 

  
() 

 
() 

 

  

  
() 

 
() 

 

  
() 

 
() 

 

  
() 

 
() 

 

  
() 

 
() 

 

  
() 

 

() 

 

計  
() 

 

() 

 

() 

 

() 

 

※千円未満切捨 
（注）１ 委託費及び工事費のうち、補助対象経費にできるものは、やむを得ない事情があるものとして事

前に県が認めた場合を除き、県内事業者が実施したものに限ること。 
２ 補助対象経費について県外事業者への発注を予定している場合は、別紙様式「県外発注理由書」
に必要事項を記載の上、収支予算書とあわせて提出すること。 

３ 補助対象経費の積算根拠となる見積書の写し（１件あたり 20万円以上の経費については、原則と
して複数者から取得すること。なお、複数の見積書の取得が困難な場合は、その理由を別途記載す
ること。）や、製品カタログの写し等を添付すること。 

４ 必要に応じて行を増やして使用すること。（１ページに収まらなくても構わない。）なお支出の
内容の明細は、本収支予算書に準じた任意の様式の添付でも可とする。 

５ 変更申請の場合は、括弧内に交付決定時の金額を記入すること。 

    



様式第２号 （別紙様式） 

県外発注理由書 

 

内容・金額 
発注先 

事業者名 

発注先 

所在地 

当該発注に係る 

県内事業者の状況 

県内発注できない理

由、県外発注でなけ

ればならない理由 

 

 

    

     

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 



様式第３号（第７条関係） 

第       号 

  年   月   日 

 

 

                様 

 

 

職 氏名          □印 

 

 年度中小企業リスク対策強化補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった中小企業リスク対策強化補助金
（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和 32年鳥取県規則第 22号。以下「規
則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項
の規定により通知します。 
 

記 

 
１ 対象事業 

本補助金の補助事業の内容は、○○○○型（複数の場合は全ての型を記載）とし、申請書及び別紙に記載
のとおりとする。 

 
 
２ 交付決定額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合
におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 
（１）算定基準額  金        円 

（（必要に応じて）内訳      ） 
（２）交付決定額  金        円 

（（必要に応じて）内訳      ） 
 
 
３ 経費の配分 

本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申請書に記載されてい
るとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。 

 
 
４ 交付額の決定 

本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額に、中小企業リスク対策強化補助金交付要綱（令和５年 
月日付 号鳥取県商工労働部長通知。以下「要綱」という。）第５条第２項の規定を適用して算定した額
と、前記２の（２）の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行
う。 

 
 
５ 補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければならない。 
 

 



様式第４号（第９条関係） 

 

  年度中小企業リスク対策強化補助金  

 一般対策型 

 地域連携型 実施報告書 

 多様な経営リスク対策型 

 

１ 事業実施内容 

補助対象期間 
[開始日]          [終了日（支払行為も含む）] 

    年  月  日  ～     年  月  日 

実施した 

事業内容 

（計画書に記載した内容に沿って、取組内容を具体的に記載すること。当初計画からの変更点があ

れば、変更内容、経緯等についても記載すること。） 

 

 

 

 

事業の成果・ 

評価 

 

 

 

 

 

 

 

２ 他の支援措置（補助金等）の活用 

有 ・ 無  

（注）１ 国、県、市町村、各支援機関等の他の支援措置（補助金等）を活用する場合、有に○をつけること。 

活用しない場合は無に○をつけること。 

２ 「有」の場合は、活用する支援措置名やその内容（補助対象内容、補助率等）、支援予定（希望）額、

当該措置に係る問合せ先（補助金等を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載すること。 

 

（添付書類） 

本事業の実施に伴って BCPの改善を行った場合は、当該改善後の BCPを添付すること。 

  



様式第５号（第９条関係） 

 

 年度中小企業リスク対策強化補助金 補助事業収支決算書 
 

 １ 収入の部                                 （単位：円） 

科 目 
金 額 

（補助事業に要した経費） 
備 考 

自 己 資 金   

借 入 金  資金の調達先： 

本 補 助 金  
補助金上限額・下限額に注意 
（千円未満切捨） 

他の補助金等 
（交付者：      ） 

  

そ の 他   

合計  補助事業に要した経費の合計と一致 

 

２ 支出の部                                 （単位：円） 

内容 

(名称、単価、数量を記載) 

発注先 

（ 所 在 地 ） 

補 助 事 業 に 

要 し た 経 費 

（消費税及び 地方消費 税を含む） 

補 助 対 象 

経 費 

（消費税及び 地方消費 税を除く） 

負担区分 

(補助対象経費の内訳) 

本補助金 本補助金以外 

  
() 

 
() 

 

  

  
() 

 
() 

 

  
() 

 
() 

 

  
() 

 
() 

 

  
() 

 
() 

 

  
() 

 

() 

 

計  
() 

 

() 

 

() 

 

() 

 

※千円未満切捨 
（注）１ 委託費及び工事費のうち、補助対象経費にできるものは、やむを得ない事情があるものとして事

前に県が認めた場合を除き、県内事業者が実施したものに限ること。 

２ 補助金の交付申請時と異なる発注又は発注先が生じた場合は、その理由を別途提出すること。そ

の際、１件あたり 20万円以上の経費である場合で、かつ、複数者から見積書を取得せずに発注した

場合は、複数者から見積書を取得しなかった理由を併せて提出すること。 

３ 必要に応じて行を増やして使用すること。（１ページに収まらなくても構わない。）なお支出の
内容の明細は、本収支決算書に準じた任意の様式の添付でも可とする。 

４ 括弧内に交付決定時（変更承認を受けた場合は変更交付決定後）の金額を記入すること。 

   

 

 

 

 

 



様式第６号（第11条関係） 

年  月  日   

 

鳥取県知事         様 

 

所 在 地 

事業者名 

代表者職氏名 

 

 

取得財産処分承認申請書 

 

中小企業リスク対策強化補助金により取得し又は効用の増加した財産を処分するため、中小企業リスク

対策強化補助金交付要綱（令和 年 月 日付第 号鳥取県商工労働部長通知）第11条第３項の規定によ

り、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

品目名  

取得年月日  

取得価格（円）  

現時点の価格（円） 
 

（    年   月   日現在） 

財産処分の内容  

財産処分に伴う収益の有無及び 

収益の額（円） 
 

財産処分を行う理由等  

 

（注） 上表の内容を確認できる資料を添付すること。 

 

 

 


